
第４回プラスチック再商品化事業者等公募検討委員会

日時：令和 6 年 8 月 27 日（火） 10 時 00 分～12 時 00 分 
場所：TKP エルガーラ７F 会議室１ 

会 議 次 第

１ 開会

２ 会議を非公開とすること  資料１

３ 議題

(1) プラスチック資源の中間処理業務委託の事業者公募における提案評価について 資料２ 

４ 閉会

＜参考資料＞

・プラスチック再商品化事業者等公募検討委員会に関する要綱 参考１ 

・委員名簿 参考２ 

・公募要項 参考３ 

・評価基準 参考４ 

・委託仕様書（案） 参考５



プラスチック再商品化事業者等公募検討委員会（第４回）を 

非公開とすることについて 

１ 第 4 回検討委員会の協議内容 

プラスチック資源の中間処理業務委託の事業者公募における提案評価について 

２ 公開・非公開の別 

非公開 

３ 非公開の理由 

 本検討委員会においては、プラスチックの再商品化事業者等の公募について専門的見地から

意見を聴取することとしているが、公になることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、特定の者に不当に利益を与えるおそれが

あることから、福岡市情報公開条例第７条第１項第４号に基づく非公開情報に該当するため、

同条例第 38 条に基づき、会議を非公開とするもの。 

４ 根拠規定 

○福岡市情報公開条例

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情

報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対

し、当該公文書を公開しなければならない。

（１）～（３） （略）

（４）市の機関及び国等（国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地

方三公社をいう。以下同じ。）の内部又は相互における審議、検討又は協議に関する情報

であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。 

（５）～（６） （略） 

第 38条 附属機関等の会議は、これを公開するものとする。ただし、その会議における審議の

内容が、非公開情報に該当する事項に関するものであるとき、又は許可、認可等の審査、行政

不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することにより、

当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときは、この限りでない。 

５ 議事録について 

適正な審査に支障がないものについて、公開とする。 
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※敬称略、五十音順

プラスチック再商品化事業者等公募検討委員会　委員名簿
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